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医療・福祉 
■介護保険料・利用料を減額免除の独自の条例を制定される

こと。ホテルコストの食費・居住費の７割補助を創設され

ること。 
■総合福祉保健センターを土日も開館し、デイサービスや入

浴サービスを充実されること。 
■学童保育所を指定管理者制度に移行されるが、指導員の身

分保障や障害児の受け入れの態勢を充実されること。三上

学童保育所の建設をされること。 
■高い国民健康保険税の引き下げをされること。資格証明書

や短期保険証の交付をやめられること。国民健康保険法第４

４条に基づく医療費の減免制度を条例化されること。 
■在宅福祉 
○在宅歯科治療を実施されたい。 
○一人暮らしの安否確認のため、配食サービスは３６５日

行なわれること。１日１食のサービスでなく、希望者は

１食以上利用できるようにすること。 
○緊急通報システムの所得制限を拡大し、二人暮しや昼間

高齢者だけになるかたも利用できるようにされること。 
■旧中主町で行なわれていた高齢者の送迎サービス、母子家

庭への家賃補助を復活されること。 
■福祉タクシーチケットの初乗り運賃制度は、病院から遠方

の地域と、近隣の地域とでは不公平になるため、改善され

ること。 
■小学校６年生までの医療費を無料にされること。 
 
教育 
■幼稚園を緊急に３０人学級にすること。３歳児は２５人学級

にされること。 
■公民館の使用時間を午後９時半まで延長されること。 
■図書館の書籍購入を増額し、市民の要望に応えられること。

■学校図書室に専任司書を配置されること。 
■修学旅行の補助金を増額されること。 
■就学援助は生活保護基準の１・５倍にされること。 
■給食について 
センター給食から自校・自園方式にされること。給食材料

に外国産を使用しないこと。地産地消を追求し、地元農産

物の利用を増やされること。米は野洲産を使用されること。

■不審者による殺傷事件が多発しており、保育園・幼稚園も

ふくめて、安全対策を強化されること。 
■旧中主町の幼稚園送迎バスの運行は、園児の安全対策上か

ら、集落内を基本にされ、運行ルートや停車位置を変更さ

れること。 
 
街づくり 
■循環バス 
○運行・ダイヤを見直されること。早朝、日曜の運行を。

本数を増やし、保健センターや図書館の１２時過ぎのダ

イヤや、１３時の催しに間に合うようなダイヤ改正を。 
○ワンコインバスにされること。 

■ダイオキシンを調査し公表されたい。 
■高齢化が進んでいる近江富士団地や旧来の地域に若者が住

み続けられるように、3世代住宅建設への補助や区画整理事
業の拡大や新婚の家賃補助や町営住宅の建設を促進される

こと。 
■防犯灯の電気代は行政負担とされること。 

■通学路に街灯を整備されること。特に農道が通学路になっ

ているところは、蛍光灯の防犯灯から、水銀灯の街路灯に

切り替えられること。また、多くの所で、蛍光灯が切れて

おり、至急、修繕されること。 
■四塩化炭素の発生源を突き止めるため、企業での使用を創

業以来からの状況をつかむ事と、地下水の動向を調査し、

土壌浄化の対策を講じられること。 
■地下水保全条例を制定されること。 
■地震・風水害について、非常時に対応できる体制の抜本的

な見直しをされること。防災計画に、原発事故を想定した

ものにされること。 
■アスベストについて 
○製造業者の従業員・元従業員、出入り業者や近隣の住民

の健康調査を、無料で行われること。 
○公共施設や人の多く集まる民間施設のアスベストの調査

をされ、公表されること。 
○大気中のアスベストの測定と、家庭用品等によるばく露、

飛散防止の情報提供をされること。 
     
産業 
■生産コストより安い米価のため、農業で生計を立てること

ができず、若者が農業をする意欲をなくしている。集落営

農における農機具更新時の補助を実施されたい。 
■安易な大型商業施設の誘致で無く、地元商業の振興とまち

の将来を見据えた「まちづくり条例」を制定されること。 
■住宅リフォーム補助制度を創設されること。 
 
その他 
■先送りされた公共料金（上水道・下水道料金）は、当初の

合併の説明のように、負担は低い方に調整されること。 
■平和都市宣言にふさわしく、平和行政と教育を推進される

こと。 
■国に要望されること 
○年金制度の改悪に反対されるとともに、財源対策として

消費税を引き上げる計画の撤回をされること。 
○介護保険の見直し。低所得者の保険料を軽減することと

利用料を軽減すること。 
○公立・私立保育所の運営費補助の削減はしないこと。 
○憲法違反の政党助成金を廃止されること 
■県に要望されること 
○「新幹線栗東新駅」の建設計画を白紙に戻し、費用負担

は行わないこと。 
○３０人学級を県として実施するよう働きかけること。 
○乳幼児医療費無料化を小学校 6 年まで実施するよう働き
かけること。 
○県立高校（普通科）の全県一学区制は導入されないこと。

 
 
  

予算要望では、安心・安全の街づくりへ、市民のみなさ

んから寄せられました、信号機や歩道の設置と整備や小中

学校の通学路の街灯設置など諸要求も要望しています。日

本共産党は、自治会や市民のみなさんとともに、これらの

要求実現へがんばります。引き続き、ご意見・ご要望をお

寄せください。 

 日本共産党野洲市議会議員団と同野洲市委員会は１１月２５日、山﨑市長に対して、「２００６年度
予算要望」を行ないました。福祉・医療、教育や産業・環境など、全体では８０項目からなる要望です。
その主なものを紹介（要旨）します。２６日には対市交渉も行い切実な願いの実現へがんばります。 
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日本共産党野洲市委員会 
２００５年１２月４日  №６１ 

小菅六雄 比江６６８－３  （電話）５８９－４９７１  （FAX）５８９－６１８４ 
野並享子 北野一丁目７－１０   （電話）５８７－０９８５  （FAX）５８６－１１０２ 
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全
県
的
に
は
、
６
万
筆
を
超
え
る
署
名
で
す
が
、
今
後
、
知
事
は
県
議
会
に

「
投
票
条
例
案
」
を
提
案
し
ま
す
が
、
県
議
会
議
員
の
態
度
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

 １２月定例市議会は５日から２２日まで開催されます。改選後、初めて
の定例市議会です。日本共産党野洲市議会議員団は、暮らしを守る市政の

実現へがんばります。 

１２月 ５日（月） 本会議（議案提案） 
   １２日（月） 本会議（議案質疑） 
   １３日（火） 本会議（一般質問） 
   １４日（水） 本会議（一般質問） 
   １５日（木） 本会議（一般質問） 
   １６日（金） 総務常任委員会 
   １９日（月） 文教福祉常任委員会 
   ２０日（火） 環境経済建設常任委員会 
   ２２日（木） 本会議（議案討論・採決） 

小菅六雄議員 
 
○国保税の引き下げと３割負担の減免制度の実施 
○新幹線栗東新駅の野洲市負担をやめること 
○来年度野洲市予算の編成を市民本位に 
○上下水道料金の改正 
  
野並享子議員 
 
○介護保険料・利用料の減免制度実施。ホテルコスト（食費・

居住費）の７割負担実施 
○小学校卒業までの医療費無料化の実施 
○三上幼稚園での「預かり保育」実施問題 

 

 １２日の議案質疑、１３～１５日の一般質

問は、いずれも午前９時から本会議場で行な
われます。ぜひとも傍聴にお越しください。 

 新議会では、「一般質問」の質問時間を豊政会や公明党が、これま

での４０分間から３０分に短縮することを強行しました。年間４回の

定例議会のとき行なわれるのが一般質問です。この「わずかな機会」

の質問時間を削減することは、「市民の声」を制限することです。議

員としての権利を自ら制限する両会派の態度は、民主的な議会運営と

市民本位の市政推進の責任を負う議会の役割を否定するものです。 


